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みんなの夢応援プロジェクトは  

遠賀町の未来につながっています 

        

受付期間 令和６年２月１日（木）～３月１３日（水） 

応募を検討されている方は、お早めに協働人権係にご相談ください。 
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協働のまちづくりの推進  

～自分たちのすむまちを より良いまちにするために～ 

 

遠賀町では、協働のまちづくりを推進し、地域課題を解決していくため、 

住民の皆様による自主的で主体的な公益性のある活動を支援します。 

子育て支援、地域福祉、スポーツ文化交流、防災など住民の皆様の自由な 

アイディアを遠賀町のまちづくりに活かしてみませんか。 

 

１.補助金の趣旨                                    
この補助金は、様々な分野における地域課題の解決や地域活力の向上を目的とし、住民

の皆さんが主体的に実施する公益性のある活動に対して、町の予算の範囲内において財政

的支援を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．補助金の対象となる団体                                                  

 以下の項目をすべて満たす団体が応募できます。 

□ 公益社団法人、公益財団法人及び社会福祉法人等を除く民間の非営利団体 

□ 単なるグループではなく、団体としての目的や意思、継続できる組織を有する団体 

□ 満１８歳以上の会員１０人以上で、会員の３分の２以上が町内に在住（ただし、町

内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人はこの限りではない。） 

□ 宗教活動を主たる目的とする団体ではないこと 

□ 特定の公職者（候補者含む。）又は政党を推薦支持若しくは反対することを目的と

する団体ではないこと 

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する者でないこと又は暴

力団若しくは暴力団の構成員の統制の下にある団体ではないこと 

 

３．補助金の対象となる事業                                               

以下のすべての項目を満たす事業が対象です。 

□ 本町のまちづくり方針に合致したもの 

□ 町内で実施するもの 

□ 他の補助金等の対象となっていないもの（大規模イベント事業を除く。） 

□ 政治的活動、宗教的活動を目的としないもの 

□ 営利を目的としないもの 

□ 単年度事業 
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４．補助金の種類、補助率など                                                      

補助金の種類は、以下の２種類です。 

種類 内容 補助金率及び補助金限度額 

行政提案型事業 
行政が課題をあらかじめ示し、団体が

その課題を解決する方法を提案 

補助対象経費の１０分の９ 

新規団体の初年度応募に限

り１０分の１０ 

ただし、３０万円を限度と

する。 

※６０周年事業に限り４０

万円を限度 

提案公募型事業 

日頃から課題を感じているもののう

ち、その解決のための方策を団体自ら

が提案 

補助対象経費の１０分の９ 

新規団体の初年度応募に限

り１０分の１０ 

ただし、２０万円を限度と

する。 

※補助金は町の予算の範囲内での交付となります。 

 

 

令和６年度 行政提案型事業（５テーマ） 

テーマ テーマの背景 提案団体に期待する効果 

孤独・孤立問題への

取り組み 

孤独・孤立問題については、新型

コロナウイルス感染拡大により、

人との接触機会が制限され、問題

が深刻化し、社会的関心が大きく

寄せられている。 

この要因には、単身世帯の増加、

家族のカタチの多様化、SNS等の

進化、人とのつながりが希薄であ

っても成立する生活など社会的な

変化が大きく影響していると言わ

れている。 

孤独・孤立の問題は、す

べての年代に関わり、ま

た、背景としても子育

て、介護・医療、失業等

多岐にわたっている。 

そのため、きめ細やかな

視点により、孤独・孤立

を未然に防ぎ、また深刻

化しないよう事業を実施

し、地域共生社会の実現

に向け、誰もが地域の一

員として安心して暮らせ

るようなまちを目指す。  
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テーマ テーマの背景 提案団体に期待する効果 

環境のことを考え、

行動する取り組み 

環境に関する問題はマイクロプラ

スティックやフードロスなどの廃

棄物、オオキンケイギクやツマア

カスズメバチなどの外来生物、地

球温暖化等多岐にわたる。環境問

題に関心を持ち続け、一人一人が

意識を高める取り組みが必要であ

る。 

住民が自主的・自発的に

環境活動や啓発活動等を

行うことで、住民の環境

に配慮した行動の促進に

寄与する。 

文化、スポーツを通

じた地域・世代間交

流 

価値観やライフスタイルの多様化

などにより、住民同士のつながり

の希薄化が進む中、住民が生涯を

通して文化やスポーツに親しむこ

とは心豊かな暮らしや質の高いま

ちづくりにつながるだけでなく、

その体験を共有することで地域コ

ミュニティの活性化が期待でき

る。 

住民主催の文化やスポー

ツレクリエーションなど

をきっかけとして、様々

な住民が集い、地域や世

代間を超えた交流が生ま

れ、地域コミュニティの

活性化が期待できる。 

絆でつくる 

防災・防犯の輪 

近年多発する災害や事件、犯罪に

備え、住民一人一人の防災・防犯

意識の向上を図る必要がある。 

そのためには、日ごろから住民同

士で連携を図り、意識を高め合う

など、より一層の地域の絆が大切

となる。 

住民が自ら見守り活動や

啓発活動等を行うこと

で、地域の防災・防犯に

対する関心や意識が高ま

り、町全体へと広がって

いく。また、このような

活動を通して、地域の絆

の大切さを改めて実感で

きる。 

【特別枠】 テーマの背景 提案団体に期待する効果 

町制６０周年記念事

業（令和６年度） 

住民が主体となって６０周年を祝

う事業を企画実施することで、町

全体で町制６０周年を祝い、住民

同士の絆を深め、遠賀町の活性化

につなげる。 

住民が自ら６０周年を祝

う事業を企画実施するこ

とで、自分たちの住む町

に愛着と誇りを持ち、自

分自身が町の構成員の一

員として町を良くしてい

こうという意識の醸成を

図る。 
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５．補助対象経費                                                                      

 補助の対象となる経費は、事業実施のために必要な経費です。 

項目 内容 

報償費 

外部の講師や出演者への謝礼、専門的技能を有する協力者への謝金等 

（団体の会員に対するものは除く）  

※適切な金額で交渉すること。 

旅費 

講師、出演者等の交通費、宿泊費で実費のみ。（団体の会員に対するも

のは除く）  

※合理的かつ経済的経路で算定すること。 

消耗品費 文具、コピー用紙等、事業に必要な消耗品費 

食料費 
弁当代は事業実施当日５００円までとする。 

※必要か良く精査すること 

印刷製本費 

要見積書 

チラシ、ポスター、チケット、冊子等の印刷代 

※２者以上から見積書を徴収すること。 

通信運搬費 事業の実施、連絡等に要する郵便等の通信費 

手数料 クリーニング代、振込手数料等、サービス提供への対価 

保険料 事業実施にかかる保険料 

委託料 

要見積書 

団体の技術・知識等では対応できない専門的な技術・知識への委託料 

※２者以上から見積書を徴収すること。 

使用料 

及び賃借料 

事業に必要な会場使用料、車両・機材等の借り上げ料 

※適切な金額で交渉すること。 

※本補助金を活用する場合、公共施設は、後援・共催による減免対象に

関わらず正規の料金で計上すること。ただし、施設の規則等により、減

免する場合も有るため、事前に施設に本補助金を使用することを伝え

確認した上で計上すること。 

原材料費 木材、杭、釘等、事業に必要な原材料費 

※対象となる経費であっても持ち寄れるものは団体で用意するなど経費節減に努め、最小

の経費で最大の効果を心がけ、事業を計画してください。 

 

 対象にならない経費の例 

団体を維持するために必要な経常経費、個人に帰属する経費は対象になりません。また、次

のような経費は対象になりません。 

□ 人件費（団体の会員への謝礼、交通費など含む） 

□ 備品購入費 

□ 財産の取得費（造成、修繕、補修費等に関するもの含む） 
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お気軽にご相談ください 

協働人権係では、応募書類作成等の事前相談にも応じています。 

その際は、事業の概要が分かるものをご持参ください。 

 

 

 

□ 単価が著しく高額なもの 

□ 娯楽性が非常に高いもの 

□ 領収書等により、支払いが明確にできない経費 

 

６．応募受付                                   

 令和６年２月１日（木）～３月１３日（水） 

応募要件を満たしているか確認後、正式に応募受付とします。 

 

 

 

 

 

７．応募書

類                                                       

 住民課窓口に設置しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。 

□ 企画提案書（様式第１号） 

□ 収支予算書（様式第２号） 

□ 団体調書 （様式第３号） 

□ 事業計画書（様式第４号）  

※収支予算書内訳欄には、経費の内容、積算根拠等を詳しく記入してください。 

 

８．審査の方法                                              

 公開プレゼンテーション【質疑応答含め１５分】により審査を行います。 

評価項目 評価の着眼点 点数 

公益性 
・本町のまちづくり方針に合致したものか。 

・社会に貢献する活動か。 

５点 

×２ 

必要性 

・地域課題を的確に捉えているか。（どういった課題のた

めに、誰のために実施するのか） 

・社会情勢に応じてニーズは高いか。 

・この補助金で支援すべきか。 

５点 

×２ 
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先駆性 
・団体の特性を活かした柔軟な視点があるか。 

・すでに町の事業として実施していないか。 
５点 

妥当性 
・事業費積算の妥当性（収支や補助対象経費の積算） 

・費用対効果（最小の経費で最大の効果） 
５点 

発展性 
・今後の事業の発展性が期待できるか。 

・課題解決の担い手のすそ野を広げる波及効果があるか。 
５点 

実現の可能性 
・事業の実施体制、事業計画、資金計画等が現実的、具体

的であるか。（あいまいな点、決まっていない点はないか） 
５点 

自立継続性 

・自己資金調達の努力をしているか。（寄付や協賛金の呼

びかけなどの努力、参加費など受益者負担の妥当性） 

・自立に向けた事業の継続性があるか。 

５点 

プレゼン 

テーション 

・プレゼンテーションにおいて、事業を的確に熱意を持っ

て説明したか。 
５点 

合計 ５０点 

【採点基準】 

補助対象とすべき＝５点・補助対象として良い＝４点・補助対象として一応可＝３点 

補助対象として疑問＝２点・補助対象としない＝１点  

９．補助金の交付・主管課決定                                                                 

審査会終了後、採択された事業に対して、事業を支援する目的で主管課を決定のうえ、「補

助金交付決定通知書」を送付します。 

※主管課の役割は事業を支援する上での相談です。当日や前日の直接的な支援ではあり

ませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

注意事項 

□ 補助金は千円単位（補助対象経費の千円未満切捨て）で交付します。 

□ 団体名義の口座を開設してください。 

□ 会計処理にあたっては、帳簿により適正な管理及び執行に努めてください。 

□ 補助対象経費は、補助金交付決定日以降に支出したものを対象とします。 

□ 補助金の概算払が必要な場合は、決定額の５分の４以内まで申請ができます。 

□ 収支決算書には、必ず支出科目ごとに金額の内訳がわかる領収証（コンビニなどの

レシート可）を添付してください。 

 

役場職員も 

みんなの夢を応援します！ 
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１０．事業の実施                         

事業を実施するにあたっては、以下の事項を遵守してください。 

 

事業の周知・ＰＲ 

・より多くの方に参加していただくためにも、事業を周知・ＰＲすることが大切です。チ

ラシやポスターの作成、広報おんが等（原稿の締切日に注意）をうまく活用をして、積極

的に事業のＰＲをしてください。 

広報表示 

・事業で作成する印刷物、配布物には「遠賀町みんなの夢応援プロジェクト補助金」を活

用していることを明示してください。 

・遠賀町シンボルマーク及び 60周年記念ロゴマークは、使用許可申請書を出さずに使用

できます。ＨＰよりダウンロードできますのでご活用ください。 

 

事業計画の変更 

・事業計画の変更がある場合は、必ず事前に事務局へご相談ください。 大きく変更とな

る場合は、審査会での承認が必要です。 

 

 

１１．事業の報告                                                                          

１ケ月以内または３月末日までのいずれか早い時期に次の書類を提出してください。 

 

□ 事業報告書（様式第７号） 

□ 収支決算書（様式第８号） 

□ 補助金請求書（精算書）（様式第９号）  

  □ 事業実施の様子を写した写真（データで提出のこと） 

※収支決算書には、支出科目ごとに金額の内訳が分る領収証（コンビニなどのレシー

ト可）を添付してください。 

 

１２．事業報告会・交流会                              

事業実施団体は、事業報告会で事業成果の発表をお願いします。また、報告会終了後に交

流会を開催します。 

わからないことがあれば、

何でも聞いてね！ 
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１３．年間スケジュール                                        

１ 応募期間   

令和６年２月１日（木）～３月１３日（水） 

応募要件を満たしているかを確認後、正式に応募受付となります。 

             ⇩ 
２ 審査会   

令和６年４月４日（木） 遠賀町役場 大会議室 

公開プレゼンテーション（質疑応答含め１５分）を行い、審査を行います。 

⇩ 

３ 補助金交付・主管課決定   

採択団体には、主管課（事業の支援）を決定のうえ、補助金交付決定通知書を送付します。 

⇩ 

４ 事業の実施   

計画書に基づき事業を実施します。 

⇩ 

５ 事業の終了  

事業終了後、報告書等を提出（事業終了後１ヶ月以内又は３月末日まで）してください。 

⇩ 

６ 事業報告会・交流会    

令和７年２月２１日（金） 遠賀町中央公民館 開催予定 

 

みんなで事業の振り返りをして、 

次につなげよう！ 

楽しい交流会もあるよ！ 


